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企画提案募集要項


　令和８年度訪問看護師確保・育成事業業務委託に係る企画提案の募集については、この要項に定めるとおりとする。

１ 目的
   急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっており、本県の地域医療構想では在宅医療等の必要量は２０２５（令和７）年には２０１３（平成２５）年の約１．８倍になると推計している。さらに、２０４０（令和２２）年頃には、本県の高齢化率がピークを迎える予定である。 
  また、２０４０年頃に向けて訪問看護師に求められる役割は、高齢者のみならず全世代に２４時間、必要な治療やターミナルケアを、多職種連携を図りながら提供することである。このような中で、在宅医療において中核を担い、医療と介護の架け橋となる訪問看護師の確保・育成が課題となっている。
　そのため、訪問看護師の質の向上、訪問看護事業所の安定的な運営を支援し、訪問看護師の確保・定着を図り、高齢化の進展に伴い複雑化、高度化する看護需要に対応していくことを目的に当事業を実施する。 
   
２　委託業務の概要
（１）委託業務名
　　　令和８年度訪問看護師確保・育成事業業務委託
（２）委託業務の内容
　　　別添の仕様書のとおり。
（３）履行期限
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
（４）委託料
　　　９，６７２，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。

３　応募資格
　　次の（１）から（６）までのいずれかに該当する場合は、参加することができない。
　　（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、埼玉県における一般競争入札等の参加を制限されている者
　　（２）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく入札参加停止措置を受けている者
　　（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
　　（４）埼玉県から指名停止措置を受けている者
　　（５）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している者
　　（６）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく入札参加除外を受けている者

４ 選定方法
　 公募型の企画提案方式とする。
　（１）委託候補者の選定
  　　　本委託業務を滞りなく完了するためには、受託者が高い業務遂行能力を有している必要がある。そのため、受託者の決定に当たっては、企画内容や事業経費の額のほか、事業者の経験や実績を含めて総合的に審査し、その内容が最も優れた提案を行った１者を選定する。
　　　　なお、提案者によるプレゼンテーションは行わず、提出された書面により審査を行う。
　（２）審査項目
　　　　ア　業務を実施する上で十分な知識・組織体制を有していること。
　　　　イ　訪問看護ステーション等からの問合せなどに対する十分な支援体制を構築で
　　　　　きること
　　　　ウ　契約直後から業務を円滑に実施できるよう計画が策定されていること。
　　　　エ　業務を効果的に実施するための具体的な提案であること。
　　　　オ　訪問看護師の確保・育成に関する類似事業の実績があること。
（３）審査結果の通知
　　　　審査結果は、令和８年３月下旬に提案者全員に対し電子メールで通知する。なお、審査及び審査結果についての問い合わせには応じない。
（４）その他
  　　　説明会は行わず、本募集要項及び仕様書に基づき実施する。

５　質問の受付及び回答
　　企画提案の内容等に関する質問は次のとおり受け付ける。
　　（１）受付期限
　　　　　令和８年３月４日（水）から同年３月９日（月）午後５時まで
　　（２）質問方法
　　　　　質問内容を様式３に記載して電子メールで送付すること。
   　　　【メールアドレス】a3560-01@pref.saitama.lg.jp
　　（３）回答
　　　　　質問に対する回答は、質問者の法人名・団体名を伏せた上で、３月１３日（金）までに埼玉県ホームページ内の以下のページに掲載する。
　　　　　ＵＲＬ: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/kikakuteiankyougi/houkan.html

６　企画提案参加申込書の提出
　　本企画提案に参加を希望する者は、あらかじめ、以下に基づき、参加申込書等を提出
　すること
　　　ア　提出書類
　　　（ア）企画提案競技参加申込書（様式第１号）
　　　（イ）法人概要（様式第２号）
　　　イ　受付期限
　　　　　令和８年３月１９日（木）１７時まで（必着）
　　　ウ　提出方法
　　　　　電子メール
　　　　　※ 必ず到達確認の電話をすること。
　　　　　　（電話）０４８－８３０－３５４３

 ７　企画提案書等の提出
　（１）提出書類
  　　ア　企画提案書（任意様式）
仕様書に記載した事項を踏まえ、次の項目について提案を行うこと。
（ア）基本方針
　　　本業務を実施する上での基本方針及び重要と考えるポイントを記載すること。（イ）業務概要
　　　　　　仕様書に記載の項目について、実施方法やスケジュールを具体的に提案する
こと。なお、項目にない新たな取組の追加提案も可能とする。
（ウ）業務運営体制
本業務を運営管理していく際の管理・実施体制、運営管理責任者の役割、県及
び連携団体との連絡体制等を記載すること。
（エ）類似業務実績
訪問看護師の確保・育成に係る類似の事業実績がある場合は記載すること。
　　　イ　法人概要資料
　　　　・決算書（過去１年分の貸借対照表及び損益計算書）
    　　・事業実績、組織図、パンフレット等（任意様式）
　　　ウ　事業費等見積書（任意様式）
    　　　別添の仕様書に基づき作成したもの
　　　　・宛名は「埼玉県知事　大野　元裕」とする。
　　　　・「２　委託業務の概要（４）委託料」に掲げる上限金額の範囲内で作成し、
項目・単価等の内訳を明らかにすること。
　（２）提出方法及び提出先
  　　　「１１ 問合せ先及び書類の提出先」宛て電子メールで提出すること。
　（３）提出期限
　　　　令和８年３月２６日（木） 午後５時まで
　（４）企画提案書の取扱い
  　　ア　提出された企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公開条例（平成12年埼玉県条例第77号）に基づき公文書開示請求がなされた場合、この限りではない。
　　　イ　提出された書類は返却しない。
　（５）その他
　　　ア　企画提案書及び企画提案書のために作成した資料は、本県の了解なく公表、使用することはできない。
　　　イ　企画提案書の提出は、１者につき１案とする。
　　　ウ　企画提案書の作成及び提出等に係る費用は提出者の負担とする。
　　　エ　提出後の差替え及び再提出は認めない。ただし、県の指示による場合はこの限りではない。
　　　オ　提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの、提出書類に不備があるものは無効とする。

８ スケジュール（予定）
	日程
	内容

	令和８年３月４日（水）から
　　　　３月９日（月）午後５時まで
	質問事項の受付

	令和８年３月１３日（金）
	質問事項の回答

	令和８年３月１９日（木）午後５時まで
	企画提案参加申込書の受付

	令和８年３月２６日（木）午後５時まで
	企画提案書の受付

	令和８年３月下旬（予定）
	選定審査



９　委託契約
　　業務委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするのではなく、採用された提案者の提案内容を踏まえて協議を行う。協議が整った際は、委託候補者から改めて見積書を徴取し、随意契約による委託契約を締結する。

10　その他留意事項
（１）書類提出後に参加を辞退する場合は、速やかに文書で埼玉県保健医療部医療人材課
　　長に届け出ること。
（２）業務委託契約に当たっては、埼玉県との契約実績等により契約保証金が必要になる
　　場合がある。
[bookmark: _Hlk223084521]（３）令和８年度歳入歳出予算案が議決されなかった時又は歳入歳出予算の当該金額に減
　　額等があった時等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができな
　　いと認められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。なお、
　　この場合において当該企画提案競技に要した費用を県に請求することはできない。

11　問合せ先及び書類の提出先
　　埼玉県保健医療部医療人材課 看護・医療人材担当
　　メール：a3560-01@pref.saitama.lg.jp　　電話：０４８－８３０－３５４３
